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第1章 本調査研究の概要 

1. 調査研究の背景・目的 

住宅型有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅（以下、住宅型有料老人ホームお

よびサービス付き高齢者向け住宅を総称し、「高齢者住まい」と言う。）は、合計の入居定員が 50

万人を超え、高齢期の「住まい」の重要な一角を占めている。建物部分と、介護保険サービスが別

の契約になっており、「住まい」として、利用者が必要なサービスを必要なだけ選択できる一方で、

事業者側は建物部分と介護保険サービスを一体運営するケースが多いため、入居者に対して過

剰なサービスが提供される等の問題がしばしば指摘されている。 

制度上、提供される介護保険サービスは、ケアプランに基づいて提供されている。したがって、

高齢者住まいにおいて提供される介護保険サービスが入居者の課題やニーズに応じた適切なも

のであるかどうかという問題は、作成されているケアプランや、ケアマネジメントのプロセスが適正か

という問題と置き換えることもできる。 

一部に「過剰なサービス提供」が疑われる事例がある一方で、多くの事業者においては、利用

者のニーズに沿った適切なケアプランが作成され、適切な運営が行われていると考えられる。こう

した事業者が増え、良質な高齢者住まいが増えていくためには、高齢者住まいにおけるケアマネ

ジメントのあり方が整理され、ケアマネジャーや高齢者住まい運営事業者の理解・認識が深まると

同時に、高齢者住まい入居者やその家族としても、本人が望む暮らしを実現するための権利等を

十分に理解する必要がある。 

こうした背景を踏まえ、令和 2 年度には「令和 2 年度サービス付き高齢者向け住宅等における

適正なケアプラン作成に向けた調査研究」を実施し、良質な住宅型有料老人ホームおよびサービ

ス付き高齢者向け住宅の拡充を目的として、ケアプラン作成ならびにケアマネジメントの実態や課

題を整理しつつ、事例に基づき、高齢者住まいにおける適正なケアプラン・ケアマネジメントのあり

方について検討・整理を行ったところである。令和 2 年度事業における調査では、住まい運営法

人からの別法人ケアマネジャーに対する不適切と考えられる要請が実態として存在すること、また

利用者本位のケアマネジメントが自分自身も実践できていないと認識しているケアマネジャーも一

定数存在すること等が確認された。 

本年度事業においてはこうした過去の調査結果等も踏まえ、高齢者住まいの運営に関わる各

主体（居宅介護支援事業所・ケアマネジャー、高齢者住まい事業者）および高齢者住まいに入居

する高齢者やその家族に対して、不適切なケアマネジメントの考え方を示すことで利用者本位の

対応に関する共通理解を促すべく、啓発冊子の作成を行った。①居宅介護支援事業所・ケアマ

ネジャー向け冊子、高齢者住まい事業者向け冊子は、不適切なケアマネジメントやサービス提供

に陥っている事例などを通じて問題となるポイントを整理し、自らの対応を振り返ることができるよう

に、また②高齢者住まいに入居する高齢者やその家族向け冊子は、介護保険サービスを利用す

る際の提供事業所や内容を選択する際のポイントを整理し、より良い暮らしを実現できるように、そ

れぞれ必要な内容を盛り込んでいる。本事業は、これらの啓発ツールが広く関係者に普及するこ
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と等を通じて、すべての関係者が「利用者本位の暮らし」を理解することの一助となることを目指し

たものである。 

2. 調査の方法 

 前述の背景・目的を踏まえ、本調査研究は以下の内容にて検討・整理を進めた。 

 

図表 1 本調査の進め方 

 

 

(1) ワーキンググループでの検討 

 

図表 2 ワーキンググループでの主な実施・検討内容 

回 実施日 実施・検討事項 

第 1 回 令和３年８月 23 日  本年度実施事項等の検討 

 各実施事項の進め方の検討 

第 2 回 令和３年 10 月４日  今年度事業における実施事項の検討 

 個別の対応策の検討 

第 3 回 令和３年 12 月７日  事業者（居宅）向け資料の検討 

 消費者向け資料の検討 

 アンケート調査状況の共有 

第 4 回 令和４年２月 16 日  事業者（居宅）向け資料の検討 

 消費者向け資料の検討 

 アンケート調査結果の共有 

第 5 回 令和４年３月 15 日  事業者（居宅）向け資料の検討 

 消費者向け資料の検討 

 事業者（住まい）向け資料の検討 
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図表 3 ワーキンググループ 委員名簿（50 音順・敬称略） 

氏名 所属先・役職名 

石川 則子 一般社団法人高齢者住宅協会 

稲田 順一 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 

笠松 信幸 一般社団法人日本介護支援専門員協会 常任理事 

佐々木 淳 医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長 

下河原 忠道 一般社団法人高齢者住宅協会 理事 

高野 龍昭  東洋大学 ライフデザイン学部 生活支援学科 生活支援学専攻 准教授 

藤原 雅美 富庄トラストパートナーズ株式会社 アガスティーア姫路 

麓 玲子 株式会社シルバーウッド 銀木犀＜西新井大師＞ 所長 

○堀田 聰子 慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授 

村木 剛 株式会社ベネッセスタイルケア 執行役員 在宅事業本部長 

若井 伸江 ＳＯＭＰＯケア株式会社 教育研修部 教育企画サービス課 

○印：座長 

 

（オブザーバー） 

厚生労働省 老健局 高齢者支援課 

厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課 

国土交通省 住宅局 安心居住推進課 
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(2) 高齢者住まいでのケアマネジメントの個別事例等に関する実態調査 

高齢者住まいにおけるケアプラン作成・ケアマネジメントの実態を把握するため、現場のケアマ

ネジャーに対し、主に個別事例等に関するアンケート調査を実施した。 

 

(3) 居宅介護支援事業所・高齢者住まい運営事業所・消費者向け啓発資料の作成 

各種調査結果およびワーキンググループにおける検討等を踏まえ、高齢者住まいにおけるケア

プラン作成・ケアマネジメントに関する留意事項や実施のポイントについて整理し、冊子を作成し

た。 

 

(4) 報告書作成 

各種調査結果およびワーキンググループにおける検討等を踏まえ、高齢者住まいにおけるケア

プラン作成・ケアマネジメントの課題および考察を整理し、報告書として取りまとめた。 
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第2章 ワーキンググループにおける検討 

1. 問題意識・基本方針 

昨年度事業における調査では、利用者本位のケアマネジメントを「実践できていない」と認識す

るケアマネジャーは全体の 1割程度であることが確認されており、「実践できていない」場合に結果

的に生じる問題として、「ケアプランが画一的となっている」、「必要なサービスがプランに位置づけ

られていない」、「高齢者住まい運営法人のサービス優先」等が挙げられた。そして、そのような状

況を引き起こす要因の 1 つは、「運営法人からの指示・指導」であることも明らかになっている。 

このように、一部の高齢者住まいにおいては、利用者本位のケアマネジメントではなく、高齢者

住まい運営法人の都合によるケアマネジメントが実践されている状況があると推察されることから、

ワーキンググループではこうした不適切な対応の改善に向けた検討を行った。検討を進める前提

としては、以下のような点に留意すべきといった意見が示され、これらを基本的な方針とすることと

した。 

⚫ 「不適切なケアマネジメント」を行うサービス提供側の主体は、いくつかのタイプに分類される

（無関心である層、意図的、に不適切な対応を行う層等）。それぞれのタイプが存在することを

念頭に置きつつ、行動変容を促すことができるような形でメッセージを伝える必要がある。 

⚫ 自身の立ち位置を明確に意識してもらったうえで、「不適切な対応＝やってはいけないこと」

がどのようなことであるか、具体的に明示することが重要。その際、「不適切な対応」も背景要

因等によりいくつかのパターンが想定されるが、そのいずれかに該当する場合であっても、文

脈によっては一概に「不適切」とは言えないケースもあるため、誤解のないようメッセージを伝

える配慮が必要である。 

⚫ 現場のケアマネジャーや現場の職員だけでなく、経営者の意識を改革していくためには、サ

ービス選択側＝利用者側が望ましいサービスを選ぶことができる環境づくりも重要であり、入

居者やその家族への啓発も求められる。入居者・家族にも、「不適切な対応」の具体的内容・

サービス提供内容等にかかる選択権の存在、について理解してもらい、自分自身の状況を振

り返っていただくことが必要である。 

 

2. 高齢者住まいのケアマネジメントに関与している各主体別の対応 

 1.で議論された基本的な方針を踏まえ、高齢者住まいのケアマネジメントに関与している各主体

別に、どのような観点からどのようなメッセージを伝えるべきかについて、検討を進めた。そのうえで、

それぞれの主体に向けた啓発のための冊子を作成することとした。 

 

① 居宅介護支援事業所・ケアマネジャー向け啓発冊子（別添資料１） 

居宅介護支援事業所やケアマネジャーに対しては、ケアマネジメントプロセスのどこに問題

があり、結果的にどのような状態になっていると不適切なのか、事例を確認しながら理解で
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きるような構成とした。また、自らの対応について振り返りができるよう、チェックリスト形式で

ポイントを整理した。さらに、対応の改善に向けて個々のケアマネジャーが具体的なアクシ

ョンを起こせるよう、また一人で抱え込んでしまうような状況を避けられるよう、具体的なアド

バイスとともに、困ったときの相談先を掲載することとした。なお、具体的な「不適切事例」に

関しては、発生しやすいものやより実態に近いものを掲載するため、別途現場のケアマネジ

ャーに対するアンケート調査を実施した（第 3 章参照）。 

 

【冊子構成】 

◼ はじめに 

• 冊子作成の狙い 

• 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に求められる役割（高齢者

住まいが地域住民へ「魅力的な住まいの選択肢」を提供することができ、高齢者

の安心・安全な日常生活に寄与するものであること、入居者の「自宅」として、その

人に最適な住環境を提供できるという利点があり、役割でもあるということ、そのた

めには不適切なケアマネジメントには十分注意すること 等） 

• 高齢者向け住まいにおけるケアマネジメントのあるべき姿 

 

◼ 住宅型有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅における「不適切」なケアマネジメントの

考え方 

• 「不適切」と疑われる可能性があるケアマネジメントのパターン（個別性の欠如、過

剰なサービス、サービスの不足、事業所選択の権利侵害の懸念、ケアマネジメント

サイクルの問題） 

 

◼ 不適切なケアマネジメントの具体事例 

• パターンごとの不適切事例およびその際のチェックポイント 

• 不適切事例に直面した際の対応等に関するケアマネジャーへのアドバイス 

 

◼ 不適切事例のパターンごとの留意点 

• 対応の基本的考え方（十分なアセスメント等を通じたケアマネジメントを行い、本

人の意思を汲み取りつつ周辺の活用可能な資源等も含め多職種連携の下で総

合的に判断すべき 等） 

• 不適切な事例には該当しないとされる場合の考え方（上記の対応の結果として、

ケアプラン上に示される記載がそれぞれの入居者で類似する内容になっている場

合には「不適切な事例」には該当しない 等） 

 

◼ 不適切事例の対応の際の相談先 
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• 実際に不適切事例に対応するにあたっての、ケアマネジャーの相談先（職場の主

任ケアマネジャーや先輩ケアマネジャー、地域包括支援センターの主任ケアマネ

ジャー、他事業所のケアマネジャーとの事例検討会 等） 

 

 

② 高齢者住まい運営事業所向け啓発冊子（別添資料２） 

高齢者住まい運営事業所に対しては、住まい側の視点から、不適切な対応につき具体事

例を通じて確認・理解できるような構成とした。また①と同様に自らの対応について振り返り

ができるよう、チェックリスト形式でポイントを整理した。なお、前述の通り住まい側の対応は

ケアマネジャーの対応に影響することも考えられるため、ケアマネジャーとの関係性にも留

意しつつ、取りまとめることとした（ケアマネジメントプロセスにおける不適切な対応の言及、

居宅介護支援事業所・ケアマネジャー向け啓発冊子の発行に関する言及等）。 

 

【冊子構成】 

◼ はじめに 

• 冊子作成の狙い 

• 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に求められる役割（高齢者

住まいが地域住民へ「魅力的な住まいの選択肢」を提供することができ、高齢者

の安心・安全な日常生活に寄与するものであること、入居者の「自宅」として、その

人に最適な住環境を提供できるという利点があり、役割でもあるということ、そのた

めには不適切なケアマネジメントには十分注意すること 等） 

• 「不適切な対応」の考え方（介護保険サービスを利用する入居者について、特定

事業所のサービス提供に限定・誘導することや、希望する介護保険サービスの利

用を妨げることはあってはならないこと 等） 

 

◼ 不適切なケアマネジメントの具体事例 

• 代表的な不適切事例 

 

◼ 高齢者向け住まいでの不適切な対応に関するチェックリスト 

• 契約上の問題・実態としても問題に関するチェックポイント 

 

◼ 「適切なケアマネジメント」が住まい運営にもたらす効果 

• 「適切なケアマネジメント」による高齢者向け住まいの運営・経営にとってのプラス

の効果（適切なケアマネジメントの結果、入居者の自立支援や希望の実現につな

がることは、入居者や働き手の満足につながり、地域での評価・評判を向上させる

ことが期待されること 等） 
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◼ 行政上の対応 

• 高齢者向け住まいへの行政上の措置（法令に基づく報告徴収・立入検査、登録

抹消や事業制限・停止命令等） 

• 実際に措置が講じられる可能性のあるケース（客観的に法令の趣旨に反している

と考えられ、住まいに対して自治体から措置がとられる可能性のあるケース） 

• 対応にあたっての留意点（利用者の希望する介護サービスの利用を妨げてはなら

ないこと、居宅介護支援事業所にも悪影響を生じさせる可能性があること 等） 

 

 

③ 消費者（入居者・家族）向け啓発冊子（別添資料３） 

高齢者住まいにおけるケアマネジメントをより良いものにするためには、入居者・家族が高

齢者住まいや介護保険、ケアマネジメント等についての正しい知識を得ることが必要であり、

入居者・家族が実際に「ケアマネジメントが適正に行われているか」をチェックできるような構

成とした。特に理解いただきたい内容として、本人にサービス提供事業所やサービス内容

等の選択権があるという点を強調した。なお、既に入居している場合・入居を検討中の場合

のいずれにも対応できるよう、それぞれのケースで重視すべきポイントを明確化することとし

た。 

 

【冊子構成】 

◼ 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅とは 

• 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の特徴 

• 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の違いと共通点 

 

◼ 介護保険サービス利用の基本的な考え方 

• サービス利用時の自己決定の権利の存在（介護保険サービスは、ケアマネジャー

からの情報やアドバイスなどを参考に、事業所・サービスを利用者自身が選び、決

めることができる 等） 

• 「ケアマネジャー」に関する説明 

• 「ケアプラン」に関する説明 

 

◼ 入居検討時に確認したいポイント 

• ケアマネジャーの選び方 

• 入居後に利用できる介護保険サービス 

 

◼ 高齢者向け住まいでの介護保険サービス利用に関するチェックリスト 
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• 本人の希望や意見を伝えるため・ケアマネジャーに適切な対応をいただくための

チェックポイント 

 

◼ 高齢者住まいでの介護保険サービス利用に関する不適切なケース例 

• 入居者の「サービス事業所やサービス内容を自身で選び、選択する権利」が侵害

されている可能性があるケースの例 

 

◼ 高齢者向け住まいでの介護保険サービス利用に関する相談窓口 

• 高齢者向け住まいでの介護保険サービスの利用に関し、不明点や困ったことが

生じた場合の相談窓口（公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法

人高齢者住宅協会） 

• 介護保険制度や利用できる介護保険サービス等（厚生労働省「介護サービス情

報公表システム」等） 
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第3章 アンケート調査 

1. アンケート調査実施概要 

それぞれの主体に向けた啓発のための冊子を作成するうえでの参考とするため、主に具体的な

「不適切事例」の実態を把握することを目的として、現場のケアマネジャーに対するアンケート調査

を実施した。アンケート調査の概要は以下の通り。 

 

図表 4 アンケート調査実施概要 

調査目的 ① 高齢者住まいに関わる（高齢者住まい運営法人とは別の法人に所属する）

ケアマネジャーが、これまでに経験あるいは見聞した不適切な事例として

はどのようなものがあるのかを確認（収集）する 

② ケアマネジャーが、ケアプランの作成に当あたってどのような課題を抱えて

いるか、またその背景としては何があるのか（事業所の方針、慣例等を含

む）等につき、予備的に確認する 

調査方法 ⚫ Web によるオンラインアンケート調査 

調査対象 ⚫ 調査対象者 

高齢者住まい運営法人とは別の法人に所属する、高齢者住まいの入居者

のケアプランを担当するケアマネジャー（日本介護支援専門員協会会員、

民間アンケート会社の登録パネル） 

⚫ 有効サンプル数 

計 336 件（日本介護支援専門員協会経由：157 件、民間アンケート会社

経由：179 件） 

調査実施時期 令和 3 年 12 月～令和 4 年 1 月 

主な調査項目 ⚫ これまでに経験した不適切と考えられる具体事例 

⚫ 現在ケアプラン作成において抱えている課題・悩み 

⚫ 課題の背景となっている要因 等 
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2. アンケート調査結果 

【不適切事例の具体例】 

不適切事例に関する、主な自由回答は以下の通り。事業者向け啓発冊子には、典型的かつ

不適切性が高いと考えられるものを、類型ごとに抽出して反映している。 

 

 設問文：「あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームについて、住まい・ホーム側の

不適切な対応等により、入居者本位のケアプランになっていない事例はありますか。その背

景とともに、なるべく具体的にお書きください。」 

 不適切事例の類型（各自由回答は、便宜的にそれぞれの問題事象の背景等として関連する

と考え得る類型に分類） 

① 個別性の欠如 

➢ 利用者個々の意向や課題が考慮されることなく、ケアプランが画一的なものとなって

いる 

② 過剰なサービス 

➢ 利用者の意向や状態を考慮せず、アセスメントからは必要性が見いだせない住まい

事業者と同一法人によるサービスを、ケアプランに設定している（その結果として区

分支給限度基準額上限までサービスが設定されている、など） 

③ サービスの不足 

➢ 本人の希望するサービスや客観的に必要性の高いと考えられるサービスがケアプラ

ンに組み込まれていない、あるいは検討自体なされていない（ケアマネジャーから見

て利用者にとって必要なサービスをケアプランに位置づけることが難しい場合がある） 

④ 事業所選択の権利侵害の懸念 

➢ 住まいと同一法人が提供するサービスの利用を、合理的な理由もなく、また利用者

の意向も踏まえずに利用者に求めており、この対応にケアマネジャーも同調している

（同調せざるを得ない状況にある） 

⑤ ケアマネジメントサイクルの問題 

➢ ケアプランの見直しが法定のタイミング（認定更新時や区分変更時）以外では、ほと

んど行われていない 
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※主な回答のみ抜粋して掲載 

図表 5 不適切事例に関する主な自由回答 

No. 回答 不適切事例の類型 

① ② ③ ④ ⑤ 

1 併設デイサービスの質が低いが、コロナの影響で外部のデ

イケアに通わせてもらえず、事実上利用を強制されている。

コロナの感染状況に合わせて外部サービスの利用を検討

することもなく、問い合わせてもはぐらかされる対応が 1 年

続いている。 

   ○  

2 転倒して顔面が腫れているのに気づかない。対応してくれ

ない。利用者の備品を壊したのに謝罪もない。知的障害が

あるので、プランも勝手に決められる。 

    ○ 

3 サ高住の事業所のサービスを優先的に使うように言われ

る。家賃を安くする分、限度額いっぱいの利用を求められ

る場合がある。利用者も事業所へ気兼ねする。 

 ○  ○  

4 法人の系列サービス種別に限られ、外部サービスが利用し

にくい。 

  ○ ○  

5 同一法人の訪問介護しか利用できず、本人の残存機能が

あるにもかかわらず援助としてサービスを位置づける（シー

ツ交換、ゴミ分別、内服管理など）。 

 ○    

6 行きたくないデイに何回も行くようにいわれる。自費サービ

スが多く含まれる。 

○ ○    

7 併設デイ以外の利用の位置づけが難しく、ある程度決めら

れたサービス内容で調整せざるを得ない状況がある。 

○  ○ ○  

8 （最も多い有料ではないが）基本は月～土まで併設の通所

介護で過ごすことを暗に求められる有料がある。朝食～夕

食までの 3 食は通所で食べる。 

   ○  

9 夜間・早朝加算がつく時間帯に訪問しているようだが、本

当にその時間に必要なのかわからない。 

 ○    

10 住宅・ホームが提供するサービス以外の導入が必要な場

合でも、導入させてもらえない。（例えば、専門的なリハビリ

が必要で、訪問リハやデイケアの導入を依頼したが、自事

業所のデイサービスの職員が対応や 2 週間訪問リハを導

入し、サービス提供時に職員を就かせて方法を確認し、そ

の後訪問リハの必要性が無いと切られる）必要性の無いサ

 ○ ○ ○  
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No. 回答 不適切事例の類型 

① ② ③ ④ ⑤ 

ービスを位置づけられる（たとえば、訪問薬剤師を利用し、

薬剤の配達係になっていることがある）どこまでインフォー

マルサービスで行っているか不明（例えば、通院の付き添

い。対応出来る利用者と出来ない利用者がいるようで、確

認するもあやふやな回答で位置づけが難しい） 

11 起床時の身体介助や就寝介助を訪問介護でする場合、事

業所の都合時間で計画し、早朝、夜間加算が追加される。

通所介護を事業者の希望で曜日や回数を設定される。 

   ○  

12 訪問によるリハビリが適当と思われる利用者に対し、法人が

運営する通所リハでは訪問が無く、また訪問看護にも PT

がいないため、外部の訪問看護を利用したいと伝えた所、

外部事業所の訪問を拒否され、利用に至っていない。また

訪問介護員の不足の為、サービス提供ができない状況に

合っても外部サービスの利用を拒否される。 

  ○ ○  

13 利用者が望んでいないのに、その施設に入居し続ける条

件として、併設のデイサービスの利用が義務づけられてお

り、外部のデイ利用は禁止されている（義務違反があった

場合は、施設退去となる）。 

○ ○  ○  

14 服薬管理など自身でできることも同一法人の訪看を位置付

けてしまう。モニタリングも時間を指定されて、施設職員も同

席するため、本心を聞くことができない。 

 ○  ○ ○ 

15 外部のケアマネはコロナ禍を理由の中に入ることを許可し

ないため外部の目が届かない。また外部の訪問看護を導

入すると同一法人のデイの切り替えるような方向に持って

いく。家族がしっかり理解されていないと家族の同意を得た

と理由に外部のサービスを切ってしまう有料は悪質。 

   ○ ○ 

16 主治医がリハビリの必要性ありと診断しているが、具体的に

サービス導入できない。 

  ○ ○  

17 入所時の契約で、併設のデイ利用と利用回数が決められ

ている。家族も同意して入所されているので、ケアマネが口

を出せない状況がある。 

○   ○ ○ 

18 入居契約時に同一サービスを利用することという条件があ

るため外部サービスを利用できない。 

○   ○  
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No. 回答 不適切事例の類型 

① ② ③ ④ ⑤ 

19 床ずれがあっても、訪問看護と言った別法人にしかないサ

ービスを入れない。 

  ○ ○  

20 ホーム側のサービスのみの指定があるが本人家族の経済

的理由からそのホームを選択せざるをえないが本人家族は

納得している。 

   ○  

21 入浴日が画一的に決められているが、人員が不足しており

困難という話を聞く。 

○     

22 ワンマン経営で利益優先のあまり無意味な区分支給限度

額いっぱいのサービス提供の強要がある。現に、今まで勤

めていた事業所がこのような法人スタイルを平然と行うた

め、今月いっぱいで退職を決断。主任介護支援専門員ま

でとっても、法人スタイルに左右される。 

 ○    

23 併設のデイサービスやヘルパーの利用の回数を計画する

前に要求された。 

 ○  ○  

24 施設外の訪問看護を利用しているのにもかかわらず施設

内の訪問介護による入浴介助以外の身体介護をケアプラ

ンに入れて欲しいとの事で、本人同意であるが入れてい

る。本当に必要なのか疑問に思う事がある。限度額いっぱ

いになっている。 

 ○    

25 ホーム人員不足の為見守りができない事で通所など外に

出てサービス使わざるをえない。 

 ○    

26 それほど訪問介護の訪問回数は必要がないのに、住宅併

設の定期巡回訪問介護が入居と共に自動的に利用となっ

てしまう。 

 ○  ○  

27 入所要件が「月～土まで併設デイを利用すること」となって

いる。 

○ ○  ○  

28 自分が担当利用者を３名依頼しているサービス付き高齢者

住宅は入居時に必要性の有無をじっくり確認する前に自

動的に入浴介助目的で「身体介護２」、居室内の掃除目的

で「生活援助３」がそれぞれ週２回セットされたので、違和

感を感じたが利用者ご本人も自宅で生活するのは困難な

ため受け入れざるを得なかったことがあった。（約３年前） 

 

○ ○  ○  
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No. 回答 不適切事例の類型 

① ② ③ ④ ⑤ 

29 入居以前に通っていたデイサービスを続けて通いたいが、

住宅側より、外部のデイを使うなら週 1 回までのしてほしい

との要請があった。入居以前にかかりつけ医に続けてかか

りたかったが、住宅の嘱託医でない医者にかかるなら急変

時などの対応はできないと言われた。 

  ○ ○  

30 住宅・ホームが運営するサービスに利用者のニーズに合う

サービスが無い場合に、他のサービスをケアプランに入れ

たくても断られてしまう事が多い。 

  ○ ○  

31 事業所の予算達成のためにサービスの追加を依頼される

ことがある。 

 ○  ○  

32 療法人の運営の場合、法人関連の単価の高い訪問看護

や訪問リハビリが必然的に入っている。 

 ○    

33 利用者は若い頃から大勢の人と交わる事が、苦手だが、転

倒予防やスタッフの対応しやすさを優先して寝る時以外は

併設のデイで過ごしてもらっている。 

○ ○  ○  
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【その他の調査結果】 

＜目的＞ 

令和 3 年度調査については、不適切事例の具体例の収集とあわせて、令和 2年度調査と同一

の設問を設けることで、令和 2 年度調査結果の検証を企図した。なぜなら、令和 2 年度調査につ

いては、各高齢者住まいを起点に調査票を配布したことにより、回答するケアマネジャーにおいて、

「高齢者住まいに対する潜在的な配慮」が一定程度生じたことが想定されるからである。令和 3 年

度調査については、日本介護支援専門員協会や民間アンケート会社を通じて、ケアマネジャー個

人に直接配布することにより、「高齢者住まいに対する潜在的な配慮」を排除した回答結果が得ら

れると考えた。 

 

＜調査結果サマリー＞ 

令和 2 年度における特定の住まいを意識して回答する場合は、 令和 3 年度調査における特

定の住まいを意識せずに回答する場合と比較して、以下の差がみられた。 

 利用者本位のケアマネジメントを実践できていると感じる割合が高い（R3：67.2％⇔R2：88.2％）

（図表 6）。 

 特定の住まいを意識せずに回答する場合はケアプラン策定段階において、特定の住まいを

意識して回答する場合はサービス実施段階において、課題感が強い傾向にある。（図表 7） 

 問題となり得るケアマネジメント・ケアプランの原因・背景として、 「運営法人からの指示・指導」

を挙げる割合が相当程度低く、 「介護人員等の不足・力量」を挙げる割合が高い。（図表 8） 

 

＜調査結果から得られる示唆＞ 

令和 2 年度調査結果は、問題となり得るケアマネジメント・ケアプランの原因・背景として「運営

法人からの指示・指導」を挙げる割合が令和 3 年度調査結果と比較したときに相当程度低かった

ことから、 「高齢者住まいへの潜在的な配慮」が一定程度あったものと推察される。 

したがって、令和 2 年度調査を参照する場合は、上記のバイアスに留意してデータを解釈する

必要がある。また、令和 3 年度調査については、日本介護支援専門員協会員および民間アンケ

ート会社モニターによる回答の合計値となるが、こちらについてもサンプルの偏りがある可能性は

否定できないため、データの解釈においてはその点を留意されたい。 
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＜調査結果データ＞ 

◼ 利用者本位のケアマネジメントの実践状況 

 利用者本位のケアマネジメントの実践状況については、「実践されている」が 21.7％、「やや

実践されている」が 45.5％である。一方で、「全く実践されていない」と考えている回答者も全

体の 7.4％存在する。 

 

Q1 あなたが担当される利用者が居住するサービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム

（以下「住宅・ホーム」といいます）では、総じて利用者本位のケアマネジメントが実践されていると

感じますか。あてはまるものを１つお選びください。 

図表 6 利用者本位のケアマネジメントの実践状況（SA、n=336） 

 

＜参考＞令和 2 年度調査（SA、n=162） 

 

 

21.7%

45.5%

25.3%

7.4%

実践されている やや実践されている
あまり実践されていない 全く実践されていない

40.5%

47.7%

10.5%

1.3%

実践されている やや実践されている

あまり実践されていない 全く実践されていない
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◼ ケアマネジメント・ケアプラン作成にあたり問題となり得ること 

 ケアマネジメント・ケアプラン作成にあたり問題となり得ることとして、「基本的には、住宅・ホー

ムと同一法人が提供するサービスを優先し、ケアプランが作成されている」（45.2％）、「事業者

の都合により、同一住宅・ホーム内の利用者のケアプランが画一的なものとなっている」

（40.2％）、「事業者の都合により、区分支給限度基準額一杯まで同一法人による介護保険サ

ービスを設定したケアプランが多い」（37.2％）が上位となっている。 

 

Q2 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームについて、あてはまると思われるものをす

べてお選びください。 

図表 7 ケアマネジメント・ケアプラン作成にあたり問題となり得ること（MA、n=336） 

 

＜参考＞令和 2 年度調査（MA、n=162） 
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事業者の都合により、同一住宅・ホーム内の利用者のケアプランが画一的なものとなっている

事業者の都合により、区分支給限度基準額一杯まで同一法人による介護保険サービスを設定したケアプ

ランが多い

事業者の都合を意識することで、利用者にとって必要な介護保険サービスが

ケアプランに位置づけることが難しい場合がある

住宅・ホームの事業者から、同一法人（併設含む）の訪問介護や通所介護などの

利用を区分支給限度基準額一杯までケアプランに設定してほしいといった要請がある

基本的には、住宅・ホームと同一法人が提供するサービスを優先し、ケアプランが作成されている

ケアプランの見直しは、法定でのタイミング（認定更新や区分変更時）でのみ行っており、

それ以上はほとんど行っていない

ケアプランに記載された通りのサービス内容が提供されていない

ケアプランに記載された時間や曜日どおりにサービスが提供されているかがわからない

住宅・ホームの都合により、十分な説明なく、実施変更がなされる場合が多い

介護保険以外のインフォーマル（保険外）サービスの提案や活用は行われないことが多い

事業者からの要請で、疑問を抱くような内容がある

その他

あてはまるものはない

(%)
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41.4 
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事業者の都合により、同一住宅・ホーム内の利用者のケアプランが画一的なものとなっている

事業者の都合により、区分支給限度基準額一杯まで同一法人による

介護保険サービスを設定したケアプランが多い

事業者の都合を意識することで、利用者にとって必要な介護保険サービスが

ケアプランに位置づけることが難しい場合がある

住宅・ホームの事業者から、同一法人（併設含む）の訪問介護や通所介護などの

利用を区分支給限度基準額一杯までケアプランに設定してほしいといった要請がある

基本的には、住宅・ホームと同一法人が提供するサービスを優先し、ケアプランが作成されている

ケアプランの見直しは、法定でのタイミング（認定更新や区分変更時）でのみ行っており、

それ以上はほとんど行っていない

ケアプランに記載された通りのサービス内容が提供されていない

ケアプランに記載された時間や曜日どおりにサービスが提供されているかがわからない

住宅・ホームの都合により、十分な説明なく、実施変更がなされる場合が多い

介護保険以外のインフォーマル（保険外）サービスの提案や活用は行われないことが多い

事業者からの要請で、疑問を抱くような内容がある

あてはまるものはない

（％）
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◼ 問題となり得るケアマネジメント・ケアプランの原因・背景 

 ケアプランの内容に関する問題（図表 8（ア）～（オ））について、「運営法人からの指示・指導」

を原因とする割合が 70％以上となっている。 

 インフォーマルサービスの提案や活用がされないケース（図表 8（コ））については、 「運営法

人からの指示・指導」 の 48.7％に次いで、「運営法人以外のサービス事業所（地域資源）の

不足」が 32.1％となっている。 

 

Q3 前問でお選びになった項目について、原因・背景となっているのはどのようなことだと考えられ

ますか。あなたが感じることで結構ですので、あてはまるものをそれぞれ全てお選びください。 

図表 8 問題となり得るケアマネジメント・ケアプランの原因・背景（MA、n=336） 

 

＜参考＞令和 2 年度調査（MA、n=162） 
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63.6 

26.8 

37.1 

14.1 

62.5 

12.6 
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25.0 
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

（ア）事業者の都合により、同一住宅・ホーム内の利用者のケアプランが画一的なものとなってい

る（n=135）

（イ）事業者の都合により、区分支給限度基準額一杯まで同一法人による介護保険サービス

を設定したケアプランが多い（n=125）

（ウ）事業者の都合を意識することで、利用者にとって必要な介護保険サービスが

ケアプランに位置づけることが難しい場合がある（n=107）

（エ）住宅・ホームの事業者から、同一法人（併設含む）の訪問介護や通所介護などの

利用を区分支給限度基準額一杯までケアプランに設定してほしいといった要請がある（n=84）

（オ）基本的には、住宅・ホームと同一法人が提供するサービスを優先し、ケアプランが作成され

ている（n=152）

（カ）ケアプランの見直しは、法定でのタイミング（認定更新や区分変更時）でのみ行っており、

それ以上はほとんど行っていない（n=57）

（キ）ケアプランに記載された通りのサービス内容が提供されていない（n=22）

（ク）ケアプランに記載された時間や曜日どおりにサービスが提供されているかがわからない

（n=56）

（ケ）住宅・ホームの都合により、十分な説明なく、実施変更がなされる場合が多い（n=35）

（コ）介護保険以外のインフォーマル（保険外）サービスの提案や活用は行われないことが多い

（n=78）

（サ）事業者からの要請で、疑問を抱くような内容がある（n=27）

（％）

運営法人からの指示・指導 介護人員等の不足 介護人員等の力量 ケアマネジャーの理解・力量 多職種間の情報連携不足 運営法人以外のサービス事業所（地域資源）の不足 その他
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4.3
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2.3

7.3
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0.0

0.0

0.0

17.1

0.0
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9.1
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15.5

26.5

17.4

14.8

13.8

22.9

26.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

（ア）事業者の都合により、同一住宅・ホーム内の利用者のケアプランが画一的なものとなっている

（n=70）

（イ）事業者の都合により、区分支給限度基準額一杯まで同一法人による介護保険サービスを設定した

ケアプランが多い（n=67）

（ウ）事業者の都合を意識することで、利用者にとって必要な介護保険サービスが

ケアプランに位置づけることが難しい場合がある（n=56）

（エ）住宅・ホームの事業者から、同一法人（併設含む）の訪問介護や通所介護などの

利用を区分支給限度基準額一杯までケアプランに設定してほしいといった要請がある（n=49）

（オ）基本的には、住宅・ホームと同一法人が提供するサービスを優先し、ケアプランが作成されている

（n=88）

（カ）ケアプランの見直しは、法定でのタイミング（認定更新や区分変更時）でのみ行っており、

それ以上はほとんど行っていない（n=28）

（キ）ケアプランに記載された通りのサービス内容が提供されていない（n=13）

（ク）ケアプランに記載された時間や曜日どおりにサービスが提供されているかがわからない（n=34）

（ケ）住宅・ホームの都合により、十分な説明なく、実施変更がなされる場合が多い（n=22）

（コ）介護保険以外のインフォーマル（保険外）サービスの提案や活用は行われないことが多い

（n=49）

（サ）事業者からの要請で、疑問を抱くような内容がある（n=22）

（％）

運営法人からの指示・指導 介護人員等の不足 介護人員等の力量 ケアマネジャーの理解・力量 多職種間の情報連携不足 運営法人以外のサービス事業所（地域資源）の不足 その他
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◼ 居宅介護支援事業所の悩みと課題 

 居宅介護支援事業所の悩みと課題として、「利用者や家族等よりも住宅・ホームを運営する法

人の利益や都合を優先せざるを得ない場合がある」（44.6％）、「（認知症の方など）本人のニ

ーズを引き出すことが難しい」（29.5％）、「『介護付き有料老人ホーム』のような対応を求めら

れるなど、利用者や家族等にサービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームの制度

を理解してもらうことが難しい」（26.8％）、が上位となっている。 

 

Q4 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームについて、あなたやあなたの所属する居

宅介護支援事業所で悩んでいること、課題だと思っていることとしてあてはまるものを全てお選びく

ださい。 

 

図表 9 居宅介護支援事業所の悩みと課題（MA、n=336） 

 

＜参考＞令和 2 年度調査（MA、n=162） 

 

44.6 

25.9 

19.0 

26.8 

21.1 

20.2 

17.6 

19.9 

29.5 

9.5 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

利用者や家族等よりも住宅・ホームを運営する法人の利益や都合を優先せざるを得ない場合がある

住宅・ホームを運営する事業所の協力・理解を得たり、連携したりすることが難しい

ケアマネジメントにかかわる他のさまざまな事業所の協力・理解を得たり、連携したりすることが難しい

「介護付き有料老人ホーム」のような対応を求められるなど、利用者や家族等に

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームの制度を理解してもらうことが難しい

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームがどのようなインフォーマルサービスを

提供しているかがよくわからない

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームが提供するインフォーマルサービスを

ケアプランに位置づけることが難しい

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームにおけるケアマネジメントについて、

学習の機会が少ない、何を参考にしたら良いかがわからない

医療的なケアが必要な方へのケアマネジメントが難しい

（認知症の方など）本人のニーズを引き出すことが難しい

その他

（％）
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利用者や家族等よりも住宅・ホームを運営する法人の利益や都合を優先せざるを得ない場合がある

住宅・ホームを運営する事業所の協力・理解を得たり、連携したりすることが難しい

ケアマネジメントにかかわる他のさまざまな事業所の協力・理解を得たり、連携したりすることが難しい

「介護付き有料老人ホーム」のような対応を求められるなど、利用者や家族等に

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームの制度を理解してもらうことが難しい

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームがどのようなインフォーマルサービスを

提供しているかがよくわからない

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームが提供するインフォーマルサービスを

ケアプランに位置づけることが難しい

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームにおけるケアマネジメントについて、

学習の機会が少ない、何を参考にしたら良いかがわからない

医療的なケアが必要な方へのケアマネジメントが難しい

（認知症の方など）本人のニーズを引き出すことが難しい

その他

（％）
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◼ ケアマネジャーとしての経験年数 

 ケアマネジャーとしての経験年数について、回答者の約 9 割が 3 年以上となっている。 

 

Q6 ケアマネジャーとしてのご経験年数についてあてはまるものを１つお選びください。 

図表 10 ケアマネジャーとしての経験年数（SA、n=336） 

 

 

◼ 保有資格 

 保有資格については、全体の 67.3％が「介護福祉士」を保有している。 

 

Q7 あなたが持っておられる介護・福祉に関係する資格について、あてはまるものを全てお選びく

ださい。 

図表 11  保有資格（MA、n=336） 

 

  

1.5% 6.8%

8.9%

82.8%

１年未満 １年以上３年未満
３年以上５年未満 ５年以上

67.3 

28.3 

12.2 

18.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

介護福祉士

社会福祉士

看護師・准看護師

その他

（％）
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◼ 住宅・ホームの併設・近接事業所種別 

 回答者のケアマネジャーが担当する住宅・ホームのうち、全体の 69.9％が「訪問介護」、

55.7％が「通所介護、通所リハ」を併設している。 

 

Q8 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホーム併設・近接している事業所で、あてはまる

ものをすべてお選びください。 

図表 12  住宅・ホームの併設・近接事業所種別（MA、n=336） 
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居宅介護支援

訪問介護

訪問看護

通所介護、通所リハ

短期入所生活介護、短期入所療養介護

小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

病院

診療所

歯科診療所

調剤薬局

その他

（％）
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◼ 住宅・ホームの入居率 

 住宅・ホームの入居率については、全体の 36.6％が入居率 90％以上である一方で、入居率

60％未満となっている住宅も 25.3％存在する。 

 

Q9 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームの入居率はどれくらいですか。あてはまる

ものを１つお選びください。 

図表 13 住宅・ホームの入居率（SA、n=336） 

 

  

25.3%

9.5%
14.9%

36.6%

13.7%

６０％未満 ６０％以上８０％未満

８０％以上９０％未満 ９０％以上

わからない
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◼ 住宅・ホームの抱える課題 

 住宅・ホームの抱える課題としては、「介護スタッフが定着しない」が 50.0％と最も高い。 

 

Q10 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームが抱えておられると思われる課題につい

て、あてはまるものをすべてお選びください。 

図表 14 住宅・ホームの抱える課題（MA、n=336） 

 

＜参考＞令和 2 年度調査（MA、n=162） 
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介護スタッフおよび看護師以外の住宅スタッフが定着しない

入居率が低い、集客ができていない

利用者や家族等からのクレームが多い

ケアマネジャーの担当がよく変わる

感染症予防等のリスク管理が難しい

その他

わからない

課題は特にない

（％）
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ケアマネジャーの担当がよく変わる
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その他

わからない

課題は特にない

（％）



25 

 

第4章 本調査研究のまとめ 

1. 今後の課題の整理 

◼ ケアマネジメントに対する事業者意識のばらつきの存在 

本調査研究では、不適切な対応を行っている事業者またはケアマネジャーに対し、改めて

高齢者住まいでのケアマネジメントのあり方を振り返ることができるよう、成果物を作成した。こ

うした対応は、「意図せずして」不適切なケアマネジメントを行っている事業者を中心に、全体

の平均リテラシーを向上させることに寄与することが期待できるが、一方で、意図的に、あるい

はその他の事情でやむを得ず不適切な対応を行っている事業者・ケアマネジャーに対しては、

十分な効果を発揮するとは言い難い。こうした事業者にも改善を促すことができるよう、今後は

さらなる対応を行う余地がある。 

また、そうした対応を行う中では、高齢者住まい運営法人からの指示や要請に対して、「利

用者本位のケアマネジメントを実践できていない」と葛藤するケアマネジャーが一定数存在す

ることにも留意する必要がある。 

 

◼ 成果物の発信後の改善状況 

本調査研究では、成果物の作成・発信には至ったものの、実際の効果が現場レベルで発

現するまでには一定期間を要する。このため、それぞれの対象者について、どの程度の効果

があったのかについては時宜を得て適切に把握していく必要がある。 

 

◼ より実践的な事業者フォローの取組み 

不適切な対応の事例や類型ごとに改善すべきポイントは本調査研究により一定程度明確

に示すことができたが、実際に改善するにあたり、具体的にどのような形でケアプランを作成

すべきか、についてはイメージを提供できていないところである。 

すべての事業者に対し、不適切な対応を「不適切である」ということを再認識してもらうこと

から一歩進んで、今後は、より良いケアプランを作成するための工夫を促すことができるような

取組も求められる。 

 

2. 課題を踏まえた今後の取組についての考え方 

◼ すべての事業者に対する「適切なケアマネジメント」の一層の理解促進に向けた方策の検討 

前述の課題を踏まえると、意図的に、あるいはその他の事情でやむを得ず不適切な対応を

行っている事業者・ケアマネジャーの意識をいかに変えていくかといった検討が必要となる。

この点、こうした事業者に対しては、従前の国や自治体、業界団体によるセミナーや研修、啓

発冊子の配布等では十分な効果が期待できないことから、新たな方策を検討しなければなら

ない。その際には、本事業の中で実施した「利用者側へのアプローチ」という手段も積極的に
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活用すべく検討すべきと考えられる。 

 

◼ 本事業における成果物の普及状況・効果の検証 

現場レベルでの状況の改善を図るため、令和３年度に作成した啓発冊子の一層の普及に

向けた周知活動を実施しつつ、何らかの形で効果検証を実施し、結果を踏まえたさらなる啓

発手法・内容を断続的に実施していくことが求められる。 

 

◼ 適切なサービスを提供するためのケアプラン作成の流れの整理 

前述の課題を踏まえると、今後はより具体的かつ実践的な事業者フォローが必要となる。こ

の点は例えばケアプラン作成の好事例や、実際の改善事例などを示すことが一つの対応策

になると考えられる。こうした取組を通じて、個々の事業者の個々のケアマネジャーが不適切

事例に直面した際に、適切な見直しができるといった状況になることが期待される。 
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参考資料 アンケート調査票 

 

 

  

あなたやあなたの所属する居宅介護支援事業所がご担当されているサービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームでのケアマネジメントについてお答えください。

Q1 あなたが担当される利用者が居住するサービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム（以下「住宅・ホーム」といいます）では、総じて利用者本位のケアマネジメント

が実践されていると感じますか。あてはまるものを1つお選びください。

（※該当する住宅・ホームが複数ある場合には、最も担当プラン数が多い住宅・ホームについてお答えください。）

○ 1 実践されている

○ 2 やや実践されている

○ 3 あまり実践されていない

○ 4 全く実践されていない

Q2 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームについて、あてはまると思われるものをすべてお選びください。

（該当する住宅・ホームが複数ある場合には、最も担当プラン数が多い住宅・ホームについてお答えください。）

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 5

□ 6

□ 7

□ 8

□ 9

□ 10

□ 11

□ 12

□ 13

Q3 前問でお選びになった項目について、原因・背景となっているのはどのようなことだと考えられますか。

あなたが感じることで結構ですので、あてはまるものをそれぞれ全てお選びください。

1 2 3 4 5 6 7

運

営

法

人

か

ら

の

指

示

・

指

導

介

護

人

員

等

の

不

足

介

護

人

員

等

の

力

量

ケ

ア

マ

ネ

ジ

ャ

ー

の

理

解

・

力

量

多

職

種

間

の

情

報

連

携

不

足

運

営

法

人

以

外

の

サ

ー

ビ

ス

事

業

所

（

地

域

資

源

）

の

不

足

そ

の

他

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

回答方向

→

（ア）事業者の都合により、同一住宅・ホーム内の利用者のケアプラ

ンが画一的なものとなっている

（ク）ケアプランに記載された時間や曜日どおりにサービスが提供されて

いるかがわからない

（ケ）住宅・ホームの都合により、十分な説明なく、実施変更がなさ

れる場合が多い

（コ）介護保険以外のインフォーマル（保険外）サービスの提案や活

用は行われないことが多い

事業者の都合により、区分支給限度基準額一杯まで同一法人による介護保険サービスを設定したケアプランが多い

事業者の都合を意識することで、利用者にとって必要な介護保険サービスがケアプランに位置づけることが難しい場合がある

住宅・ホームの事業者から、同一法人（併設含む）の訪問介護や通所介護などの利用を区分支給限度基準額一杯までケアプランに

設定してほしいといった要請がある

基本的には、住宅・ホームと同一法人が提供するサービスを優先し、ケアプランが作成されている

（イ）事業者の都合により、区分支給限度基準額一杯まで同一法

人による介護保険サービスを設定したケアプランが多い

（ウ）事業者の都合を意識することで、利用者にとって必要な介護保

険サービスがケアプランに位置づけることが難しい場合がある

（エ）住宅・ホームの事業者から、同一法人（併設含む）の訪問介

護や通所介護などの利用を区分支給限度基準額一杯までケアプラン

に設定してほしいといった要請がある

（オ）基本的には、住宅・ホームと同一法人が提供するサービスを優

先し、ケアプランが作成されている

（カ）ケアプランの見直しは、法定でのタイミング（認定更新や区分

変更時）でのみ行っており、それ以上はほとんど行っていない

（キ）ケアプランに記載された通りのサービス提供になっていない

（サ）事業者からの要請で、疑問を抱くような内容がある

高齢者住まいに関わるケアマネジャーを対象としたアンケート調査

その他（自由回答）

（シ）その他

事業者からの要請で、疑問を抱くような内容がある　→具体的に（自由回答）

あてはまるものはない

ケアプランの見直しは、法定でのタイミング（認定更新や区分変更時）でのみ行っており、それ以上はほとんど行っていない

ケアプランに記載された通りのサービス内容が提供されていない

ケアプランに記載された時間や曜日どおりにサービスが提供されているかがわからない

住宅・ホームの都合により、十分な説明なく、実施変更がなされる場合が多い

介護保険以外のインフォーマル（保険外）サービスの提案や活用は行われないことが多い

事業者の都合により、同一住宅・ホーム内の利用者のケアプランが画一的なものとなっている
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Q4 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームについて、あなたやあなたの所属する居宅介護支援事業所で悩んでいること、

課題だと思っていることとしてあてはまるものを全てお選びください。

（該当する住宅・ホームが複数ある場合には、最も担当プラン数が多い住宅・ホームについてお答えください。）

□ 1

□ 2

□ 3

□ 4

□ 5

□ 6

□ 7

□ 8

□ 9

□ 10

Q5

Q6 ケアマネジャーとしてのご経験年数についてあてはまるものを1つお選びください。

○ 1 1年未満

○ 2 1年以上3年未満

○ 3 3年以上5年未満

○ 4 5年以上

Q7 あなたが持っておられる介護・福祉に関係する資格について、あてはまるものを全てお選びください。

□ 1 介護福祉士

□ 2 社会福祉士

□ 3 看護師・准看護師

□ 4 その他（FA）

Q8 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホーム併設・近接している事業所で、あてはまるものをすべてお選びください。

(該当する住宅・ホームが複数ある場合には、最も担当プラン数が多い住宅・ホームについてお答えください。)

□ 1 居宅介護支援

□ 2 訪問介護

□ 3 訪問看護

□ 4 通所介護、通所リハ

□ 5 短期入所生活介護、短期入所療養介護

□ 6 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

□ 7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

□ 8 病院

□ 9 診療所

□ 10 歯科診療所

□ 11 調剤薬局

□ 12 その他（自由回答）

医療的なケアが必要な方へのケアマネジメントが難しい

（認知症の方など）本人のニーズを引き出すことが難しい

その他（自由回答）

その背景(例えばQ2～3の詳細など)とともに、なるべく具体的にお書きください。

 「介護付き有料老人ホーム」のような対応を求められるなど、利用者や家族等にサービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老

人ホームの制度を理解してもらうことが難しい

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームがどのようなインフォーマルサービスを提供しているかがよくわからない

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームが提供するインフォーマルサービスをケアプランに位置づけることが難しい

サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホームにおけるケアマネジメントについて、学習の機会が少ない、何を参考にした

ら良いかがわからない

(該当する住宅・ホームが複数ある場合には、最も担当プラン数が多い住宅・ホームについてお答えください。)

あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームについて、住まい・ホーム側の不適切な対応等により、入居者本位のケアプランになっていない事例はありますか。

利用者や家族等よりも住宅・ホームを運営する法人の利益や都合を優先せざるを得ない場合がある

住宅・ホームを運営する事業所の協力・理解を得たり、連携したりすることが難しい

ケアマネジメントにかかわる他のさまざまな事業所の協力・理解を得たり、連携したりすることが難しい
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Q9 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームの入居率はどれくらいですか。あてはまるものを1つお選びください。

(該当する住宅・ホームが複数ある場合には、最も担当プラン数が多い住宅・ホームについてお答えください。)

○ 1 60%未満

○ 2 60%以上80%未満

○ 3 80%以上90%未満

○ 4 90%以上

○ 5 わからない

Q10 あなたが担当される利用者が居住する住宅・ホームが抱えておられると思われる課題について、あてはまるものをすべてお選びください。

(該当する住宅・ホームが複数ある場合には、最も担当プラン数が多い住宅・ホームについてお答えください。)

□ 1 介護スタッフが定着しない

□ 2 看護師が定着しない

□ 3 介護スタッフおよび看護師以外の住宅スタッフが定着しない

□ 4 入居率が低い、集客ができていない

□ 5 利用者や家族等からのクレームが多い

□ 6 ケアマネジャーの担当がよく変わる

□ 7 感染症予防等のリスク管理が難しい

□ 8 その他（自由回答）

□ 9 わからない

□ 10 課題は特にない
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別添資料１ 居宅介護支援事業所・ケアマネジャー向け啓発冊子 
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別添資料２ 高齢者住まい運営事業所向け啓発冊子 
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別添資料３ 消費者（入居者・家族）向け啓発冊子 
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※本調査研究は、令和３年度老人保健健康増進等事業として実施したものです。 
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